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研究会

島村　　　　　協同総研の主任研究員、協同労働法
制化市民会議の事務局長の島村です。逆さ
まのトライアングルの図について質問させ
ていただきます。先ほどのお話では、このト
ライアングルは社会をより理解する為に抽
象的に表したとおっしゃっていました。確
かに国家・民間・民間営利セクターを自由・
平等・連帯ということで、それをキーワード
にして描いたのかと思います。これ自体が
現実の社会に対応していき、なんらかのけ
ん制関係が働き得る社会が望ましいという

ことをおっしゃったのだ
と思います。
セクターとして語ると
いうときに、実は相当い
びつな三角形が出来上
がっているはずで、また
そのなかで労働者協同組

合が中核を担おうとした場合、現実には
様々な制度上の障壁があります。協同組合
という１つの法の形態で形づくられる組織
だけではなくて、協同労働の仕組みを有す
る種々の法人の中には株式会社も入ります
が、そういった諸形態を含めてネットワー
クとして位置づくと思います。労協がネッ
トワークの中軸を担い得る団体へ発展して
いく上で、何が必要であると先生はお考え
になっていらっしゃるかお伺いしたいので
すが。

富沢　富沢　富沢　富沢　富沢　社会を国家と民間営利セクターの 2

つのセクターが基本だとする既存の考え方
からいうと、法体制もそれにのっとって全
体がそういう形で出来ているわけですから、
その中に協同労働の協同組合の法律を組み
込むというのはものすごく難事業だと思い

島村さん
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ます。現実的な面からいうと、この三角形の
真ん中というのは小さな組織なのかもしれ
ませんが、人間、個々人のメンバーでみると
小さなセクターであるとはいえないと思い
ます。例えばアメリカのＡＡＲＰ全米退職
者協会の会員数は 3000万人ということで、
アメリカ合衆国の65歳以上の人口とほぼ同
数です。ですから運動として見るとある程
度のセクターになっているのではないかと
おもいますが、経済活動という側面から見
ると非常に微小であると思います。協同組
合というのは基本的に経済を担う組織なの
で、そういう事業高というものさしで見る
と小さいと思います。
　経済のグローバリゼーションを調整する
貿易ですと、ＷＴＯという自由貿易を拡大
させる組織があります。ＷＴＯの会議があ
ると世界各国からＮＧＯが集まって、フ
リートレードではなくてフェアトレードだ
と反対スローガンを掲げて運動を起こして
います。この前のシアトルのときはやはり
フリートレードの原理でまとめようとして
いた 1つの結論がＮＧＯの運動によって実
現できなかったという現実があります。で
すから運動としての効果はあるということ
です。私どもがやるべきことは運動として
の側面、運動としての有用性というところ
をこの第 3セクターにおいては見る必要が
あるのではないかと思います。組織で見る
と他の 2つのセクターは圧倒的に強いです
から、うかうかしていると市場経済に吸い
込まれてしまいます。ですからよっぽど構
えていないといずれの時点で吸い込まれて
しまいます。気をつけないと第3セクターど
ころではなくて 0セクターになってしまう
のではないかと思っています。

杉本　　　　　協同総研顧問の
杉本です。食の問題、電
力不足などという様々
な問題が起こっている
世の中で、今の単純な
シェア論というのはあ
まり意味がないなと思います。私は逆に一
番大事なことは、人々が様々な状況を何と
かしなければならないという気持ちで結び
ついてきていることだと思います。このこ
とが今ＮＧＯやＮＰＯが進んできて活動し
ている社会的風潮をつくっています。この
基盤が計数的な事業高の問題よりも非常に
重要な歴史的な転換期をよんでいるように
思います。一定の図式だけの理解というこ
とだけではなくてもっとダイナミックにあ
らゆる変化を見据えていく必要があります。
そういう意味で労協の運動は、はじめ非
常に新鮮な気持ちを日本中の学者に与え、
その気持ちを引っ張ったのです。そのこと
はもっと考えると、実体経済の中で労協が
運動として掲げていた理念的なものをもっ
と教育とか、社会に知らせるというところ
でもっと広げる必要があると思います。そ
のときにすぐ計数だけで物事を判断すると
いう仕方の中にまやかしがありはしないか、
実体経済ということと離れすぎているので
はないでしょうか。有効需要を見出すとい
うことをもっと人間の根源的な生活の中で
行なっていかなければなりません。今の社
会活動というのは間違った方向というか、
過剰なサービス、過剰なところまで来過ぎ
てしまいました。だから犯罪の増大だとか、
インターネットなどの便利さを悪用する連
中も出てきています。こうした状況をいっ
たいどう考えるのか。我々の生活の質の問
題、本当の無駄というのをもっとみんなで
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考えていかなければならないと思います。

菅野　　　　　労働者協同組合連合会理事長の菅野
です。非常に印象的だったのは、ＩＬＯ総会
でヴァルベリーニＩＣＡ会長が言っていた
多国籍企業の労働者9200万人に対して協同
組合陣営は 1億人を超える就労をつくりだ
しているということです。協同組合が労働
ということに関して言うならば決して低い
シェアではないと思います。それだけの展
開力を持っています。最もその内容自体、労
働の質自体が本当に満足しうるものなのか
ということはまた問題ですけれども、これ
だけの潜在力を持っているというのは認め
られたのではないかと思います。それ以上
に社会的経済というのを認めてみると、こ
れまで資本賃労働ということに基づいて拡
大経済というふうにやってきたことが限界
にいたっています。そうなると経済よりも
もっと人間の生活、生存から始まって社会
というのはもっと広いわけです。人間が生
きていくということ、とにかく生命そのも
のであるというところからはじまって、
様々なコミュニティの中での助け合いとか
家事労働、家族の生活ということを全部含
めて考えてみると、人間の生活を支えるも
のは何かという観点から見直してみる必要
があります。そうすると資本賃労働が非常
に相対化されてきます。社会的経済という
ように、協同組合、共済組合、ボランティア、
ＮＰＯも含めて、これらは人間の暮らしを
支えていると考えてみ
ると、さらに人間生活
の中で影響力、大きな
シェアを持っていると
いえます。その中で協
同組合も新たな質とい

うことで、コミュニティワークとか対人
サービスということを切り口にして協同労
働の協同組合の新たな意味づけを行う必要
があります。
　そこで富沢先生に質問ですが、資本によ
る社会化と、労働の社会化でも生産の社会
化でもいいのですが、今社会的経済という
場合の社会化ということの区別をお聞きし
たいと思います。それは一方での資本によ
る社会化というのがどういう現実の矛盾を
生み出しているのかということは問題でも
あるし、それを克服していくものだと思い
ます。私なりに考えれば、人々の参加とか連
帯による経済社会の制御というところが中
心になってくるんじゃないかと感じるんで
すけれども、そういう点での区別と現実の
矛盾の克服方法ということについてお聞か
せ願えたらと思います。その場合にいくつ
かの段階があると思います。資本というも
のをどう位置づけていくのか、企業レベル
から産業のレベルにいき、経済全体の生業
にいき、グローバリゼーションの台頭とい
うところまでです。コミュニティに根ざし
て人々が参加し制御していくということを
基礎としながら、グローバリゼーションに
対する民衆のオルタナティブをどういうふ
うに描いていくのかというところまで変革
論としてはいくのではないかと思います。

富沢　　　　　実際の生産から実体経済が離れてし
まって、金が金を生むというか、物をつくり
出さないで金でもって金をもうけるという
段階に入ってきてしまっています。これは
日本的経済そのものを破壊する段階に入っ
てきています。地域、下からの連帯づくりと
いうものが大切になってきます。労協法運
動にしましても、上のほうが制度をつくる

菅野さん
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のは非常に重要ですけれども運動の実態が
ないところでやっても、法律をつくったら
変なやつらが活用してしまうということに
なりかねません。やはり下から運動を積み
重ねていくということが重要です。地域で
ネットワークをつくっていき、地域を越え
て地域と地域との連絡をつくっていくこと
です。

島村　　　　　ＥＵではこの4月に向こう5年先を見
通した新雇用政策というものが立てられ、
昨年度のＥＵ水準での加盟15カ国のレポー
トが出ています。それを受けてＥＵ執行委
員会の査定があって各国に対してコメント
がされます。その後各国が翌年度の雇用政
策についてナショナルアクションプランを
立てます。15か国中、ソーシャルエンター
プライズとコーペラティブ等について触れ
ている国、または政策化している国は、デン
マーク、フィンランド、フランス、イタリア、
ポルトガル、イギリスの6カ国しかありませ
ん。まだ我々自身の中で想定されているも
のと現実の落差があるということで、これ
をどうやって埋めていくのか制度に限らず
運動的にどう積み上げていくのかというと
ころで、より説得的な議論を続けていかな
ければならないと考えています。

玄幡　労協連合会国際部の玄幡です。1人の
人間の立場からすると、追求することは平
等であり自由、友愛であると思います。そう
すると市場セクターで働いているからと
いって、中小零細企業から多角的企業まで
レベルがあります。零細企業で働いている
人から見れば、経済的なことを追及すると
同時に、非常に協同組合に近いレベルで地
域も良くしていきたいと接近した希望を

持っています。経済のレ
ベルじゃなくて人間的な
レベルでいえばどこのセ
クターに属しているとい
うことではなくて、それ
ぞれの働いている基盤の
中で自由、平等、友愛を求めていると思いま
す。協同組合とか非営利セクターであるか
らといって友愛だけではなくて、私たちは
経済的にも生活していける基盤というもの
をつくっていかなければいけません。非営
利・協同であったとしてもやっぱり今の社
会にコミットしてより良く生活していく基
盤というものを課題としても追求していか
なければいけないと思います。モンドラゴ
ンはかつてスペインだけだったのが今はメ
キシコやフィリピンに出て行って、そうす
るとほとんど多国籍企業がやっていること
と変わらないわけです。セクターとしては
協同セクターなのですがやっていること自
体は市場セクターと変わらないようになっ
てきています。それが混合経済体制といわ
れるグローバリゼーションの中で置かれて
いる私たちの現状だと思います。社会化と
いわれている混合性というのか多様性とい
うものをもう少しダイナミックにいってい
かないと協同組合で働いているから賃金は
低くていいということにはならないわけで
す。中小企業や民間企業で働いている人た
ちとどうやって連帯していくのかという課
題を持っていかないと、協同組合自身は強
くなっていかないと思っています。

富沢　　　　　非常に重要なご指摘をいただきまし
た。この図はあくまで頭の中の概念図です
ので、現実を見たらば絶対こんなことはな
いわけです。1つの考え方の整理としての問
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題であって、そういう意味では協同組合で
あってもいんちき牛肉を生協に売りつけて
いたとかですね、それは果たして協同組合
といえるのかどうか。実際に営利セクター
に属している企業であっても活動からいう
と連帯企業的な活動をやっているところも
あります。そういうことからいうと形だけ
で整理するというのは全く現実を見ないと
いうことになります。概念的に整理すると
いうことはそういう怖さを持っています。
角瀬先生がよく言うように、協同組合の株
式会社が必要であり、株式会社の協同組合
が必要であるという言い方も一理あるわけ
です。協同組合ももっと理念とか運動だけ
ではなくて、そろばん的な合理的な株式会
社的な経営をもっと取り入ればければなら
ないし、株式会社ももっと社会的責任とい
うことの配慮が必要だろうと思います。発
展途上国の工場労働者の問題を取り上げら
れて不買運動がおきたナイキは、本社が 10

億ドル出し、民間のＮＰＯの6億ドルとあわ
せて1つのＮＧＯをつくりあげました。そし
て発展途上国の工場労働者の労働・生活実
態を公表するということをやり始めていま
す。これはある面から見るとナイキが不買
運動を抑える為の営業政策にも見えるし、
労働者の立場から見ると現実の労働者の実
態が明らかになるという利点があります。
そういうＮＧＯがはたしてこの三角形から
いうとどっちに属するのかというように、
現実を取り上げるといろいろな問題が出て
くると思います。ですから実態から見てい
かないといけません。

梶　　　　　協同総研の監事をしております、第一
経理の梶といいます。公益を追求する意味
というのはすごくあると思います。株式会

社を名のっていても社会貢献をしている企
業もいっぱいあるわけです。アフガンの片
足のない人たちの義足を作っている会社が
日本にあってこれが大変利益を出していま
す。この会社はあまりにも儲かりすぎるも
のだから 2億円出して映画をつくっていま
す。これは耳の聞こえない女優の忍足さん
主演の映画で、義足会社に勤めていてアフ
ガンとの交流を図るという内容です。今秋
の 11月に出来上がります。このように利益
を社会還元する会社もあります。このよう
な活動が地域社会をつくっていくという事
例、情報をたくさん集める方法はないで
しょうか。私は公益法人にも関わっていて、
東京大空襲戦災資料センターというのが 1

億円を集めてできました。これはボラン
ティアでカンパを集めて運営され、この1年
間で 1万 5、6千人以上の入場者数がありま
した。中高生の修学旅行生が大勢訪れます
が、戦争とは何か、東京大空襲とは何であっ
たかというのを見て聞いて歩いて体験する
という意味ですごく重要な場所だと思って
います。こういうものの社会発信というの
は重要であると思います。
　労協は公益の精神でどんな風な事業体に
して社会還元していくかということが目に
見える形で、そういう意味で公益法人です
から会計も全部オープンにして、それに耐
えられる運営方法というものを行なって
いって欲しいと思います。そしてなおかつ
生産性もあがって給料も上がるというよう
になればいいのではないでしょうか。そし
てそれが社会的に還元されていくというこ
とをいかにたくさんつくっていくかという
ことです。この場がそういうところを目指
しているということはすごくいいことを
やっていると思います。
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田嶋　　　　　センター事業団の田嶋と申します。
地域福祉事業推進の全国の責任者をしてい
ます。
センター事業団の地域福祉事業所と自治体、
特に市町村との関係をどうつくっていくの
かということで、今期いろんな自治体をま
わりました。いろんな雇用創出の政策や提
案を聞いてきたのですが中でも面白かった
のは大阪市の政策でした。市民局という市
民活動をサポートする局の雇用調整課とい
うセクションが、大阪市としての雇用プラ
ンを市民と一緒につくるというのがもたれ
ていて、5月末まで市民から意見を募集して
います。その資料の中に、ワーカーズコレク
ティブという表現だったんですが、ワー
カーズコレクティブが今日本社会において
登場していて雇用を生み出す１つの新しい
システムになっている、という表現があり
ました。
国家セクター、公共セクターというとこ
ろに自治体というものがどんなふうに位置
づけられているのか、よく北欧なんかは自
治体を協同組合が移管して運営しているよ
うなシステムだといろんなところで読むん
ですけれども、今はそうなってないですよ
ね。ところが規模を縮小してある程度外に
出して今はＮＰＯとか協同組合がその担い
手になりつつあるというように変ってきて
いるわけですが、そのへんはここではどう
位置づけられるのかなということを１つお

聞きしたいと思います。
それから、私たちはワー
カーズコープで働いてい
ますので、やっぱり協同
組合の中における介護の
仕事もそうですけれど

も、ワーカーズコープで働くいていること
の優位性は何なのかということを考えてい
ます。イギリスのケアの協同組合の報告書
の中に、1990年にイギリスでできたコミュ
ニティケア法の評価がありました。コミュ
ニティケア法というのは単に国家がやって
きたものを市場に移し変えたに過ぎない、
コミュニティケア法をめぐるケア協同組合
の目的というのは人びとが従属した心から
自立した仕組みに転換させることなんだと
書いてあって、なるほどこれかなと思いま
した。労働者協同組合の地域福祉事業で働
くケアワーカーの役割というのは、たぶん
自分たちが自立して働くという以前に、利
用者が自立して地域の主体者に転換してい
くような仕組みを作り上げていくのかとい
うところに今後いくのだろうと思います。
そうした場合にワーカーズコープそのもの
でいえば、市民にとっては開かれた組織で
はないのですが、それはどんなふうに広げ
ていくのか。例えば40人のケアワーカーが
いて、市民が圧倒的に多くて1000人いたと
します。これを高齢者協同組合だけでくく
るわけにはいかないだろうなということは
思っていて、どんなふうにやっていったら
いいのかということと、そこに参加する市
民や働く人たちの地域における当事者性を
どんなふうに整理したらいいのかと考えて
います。実験的に運営協議会的なものを設
けて実際の運営を協議させるという方策を
とっていった方がいいのかとも考えていま
す。そのへんのところをこんなふうにした
らいいとかご意見があれば、2つほど自治体
との関係と、当事者性とワーカーズコープ
の優位性とはどんなものなのかというとこ
ろをお聞きしたいと思います。

田
嶋
さ
ん



17

富沢　　　　　先ほど出されたように、営利企業の
セクターと非営利セクターの関係は別に線
で区切られているわけではありません。そ
れは国家セクターとでも同じであって、地
方自治体と民間セクターとの関係でいえば
これもやはり線できられているようで切ら
れていないような関係です。これは関係を
切ってしまうということではなくて、いか
に関係をつくるかということのほうが問題
というか取り組まなければならない課題で
す。今は自治体側の要請が強いというか、つ
まり財政危機であって自分たちではやりき
れないので市民組織をどう活用するかとい
う動機が強いと思います。いずれにしろ市
民組織と地方自治体との「協働」という言葉
でコンセプトされていますが、全国多くの
地方自治体でこの協働をどうするか、市民
団体との協力関係をどうつくっていくのか
ということが、問題にされています。私の大
学は上尾市にあるのですが、上尾市も昨年
の秋に「上尾市・ＮＰＯ協働まちづくり推進
委員会」を立ち上げました。そこでは去年1

年かけて上尾市にどういう市民組織がある
かということで調査をして、今年はその調
査活動に基づいてどういう関係を持ったら
いいネットワークをつくれるのかというこ
とを議論しています。こういう地方自治体
との関係をどうするのかということは非常
に微妙な問題で、へたをすればこちらの方
がうまく使われちゃう、しかしうまくすれ
ばこちらがうまく向こうを使うことができ
るかもしれません。いずれにしろ両者の関
係が今非常に問題にされているという事態
になっています。北欧の方では先ほどあり
ましたように保育所とかで進んでいます。
それから日本でも公設民営という所有権は
自治体にあるけれども実際の運営は民間の

非営利組織がやるという形態が進んできて
います。その中味をどうするのかというこ
とがこちらの運動側にとって非常に重要に
なるわけで、その場合の運動の仕方という
のが第 2の問題になるのではないかと思い
ます。
さいたま市のまちづくり課というところ
がまちづくりセミナーというのをやってい
るのですが、私がやっているＮＰＯはさい
たま市から去年おととしと委託を受けまし
た。資金は 50万なのですが、初年度はいい
ものをやろうと張り切りすぎて赤字でした。
2年度は少し黒字を出したということで徐々
に実態がわかり始めると、こちらとしても
この環境をどういかせるかということを学
べるようになってきます。まちづくり課の
人たちもいろいろな面で協力をし始めてく
れて、例えば広報に私どものＮＰＯの活動
を写真入で大々的に紹介してくれました。
そのパンフを何千部ともらっちゃって、そ
れがすごくいい効果を生み出します。実際
には50万ということでぎりぎりでやってい
ますが、副産物というかそういう効果でプ
ラスになることが出てくるということです。
当事者性、協議会をつくるというのは、や
はりできるだけ地域でのネットワークをつ
くるというのが基本的な重要な点だと思い
ますので、できるだけ多くの組織に参加し
てもらって協議会的な組織をつっていくと
いう方向が正しいと思います。その当事者
性の問題についてはもう 1歩充分に理解で
きないところがあるので後でもう少しお話
ができたらと思います。

山岡　　　　　会員の山岡です。協同金融研究会と
いうのに関わっております。教えていただ
きたいのですが、表の中の社会的生活過程
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研究会「 」

で女性運動、教育運
動、学生運動といっ
た具合に運動がある
のですが、古典的な
意味では労働運動と
はどこに入ってくる
のでしょうか。下の

方に搾取形態の社会化、労働組合の制度・政
策要求という図式があるのですが、日本の
バブルの過程で労働組合というのはバブル
のおすそ分けはもらったのですが結局何に
も闘ってなかったと思います。闘っていな
いから足腰が弱いので、その付けが今くる
わけです。今度はリストラだよ、過剰人員だ
よ、お前引きなさいよ、このへんのところは
ヨーロッパとニュアンスがかなり違ってき
ています。ここで労働運動というのは独立
の運動として位置づけるのか、ベースの全
てになっちゃっててあえて労働運動という
のは基幹的社会から消えてしまうのかとい
うことが1つです。それからもう1つは、こ
の三角の図というのは国内経済・社会の中
では成り立つけど、国際的な展開というこ
とになってくるとこれはなかなか容易なこ
とではないなと思います。社会生活という
ことに中で日本の恩恵を受けたい、病気の
治療をしたいだけのためにアジアから日本
に来るということが我々は我慢できるのか
どうか。つまりそれだけ我々はかじられて
いくわけですから、それを我慢できるのか
という国民のエゴイズムの問題もあります。
そのへんというのは国際的にはこの図はま
だ当分成り立っていかないのかなと思いま
す。

富沢　　　　　社会的生活過程のところで労働組合
が位置づけられていないということですが、

労働組合は経済的生活過程というところの
変革展望というところに書いてあります。
矢印で 2つ目の搾取形態が社会化されてく
ると労働組合が企業内の賃金・労働条件の
要求だけではなくて制度要求・政策要求を
やってくる、そして賃上げ闘争も企業別で
なくて国民春闘化して闘争形態も社会化さ
れてくるということで、ここに労働組合を
位置づけているわけです。なぜ労働組合が
弱くなってきたのかという問題については、
この図との関連でいえば、社会的生活過程
というのはどちらかというと世間・地域社
会というところの社会運動というようなと
ころでくくられることが多いと思うのです
が、労働組合は地域社会とのかかわりが日
本の場合は薄く、企業内に閉じこもった闘
争であったということです。それが1つの大
きな弱点だったのではないか、つまり他の
社会運動の組織との連帯というのが非常に
弱かった、それが今日の弱体化の1つの要因
になっているのではないかと思います。
　2番目のグローバリゼーションの中でこの
三角形をどう考えるのかということは、大
変な難題です。市民セクター政策機構が社
会運動という雑誌を出していますが、その
社会運動で社会的経済の研究が連続して取
り上げられていて、そのなかで法政大学の
粕谷先生がグローバリゼーションの中でこ
の三角形をどう考えるのかということを検
討していらっしゃいます。グローバリゼー
ションはグローバリゼーションで当然検討
しないとこれだけでは国内向けでしかない
と思います。

岡安　　　　　協同組合の優位性という問題をいわ
れたときに、他の組織と全然違うことは、協
同組合というのは関わる人全てを主体にす

山岡さん
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る組織であるということ
です。これが協同組合の
組合としての本質なんだ
ということです。一般的
には組合員が主体の運営
かと思うのですがそれだ
けでは大間違いで、関わるもの全ての人が
主体になるような組織だと思います。協同
組合はその精神を忘れたときから協同組合
でなくなっちゃうのです。しかし他の協同
組合には忘れてしまっているんじゃないか
と思う場面がまだあります。労働者協同組
合はもとより、労働者の協同の主体形成は
利用者も主体にするということ考えられる
組織で、またそう実践できる仕組みをつく
ることができるのだと思います。

岡安さん

協同総合研究所2003年度第2回研究会


